
弘南バス藍内線（弘前市）：住民が回数券を購入して路線設置
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サービス内容 【路線設置】
・ 住民が一世帯当り 1,000 円/月の回数券を購入、村

も補助金を出すことで平成 8 年 2 月より既存バス路
線（相馬線）の藍内地区までの延長を実現した。

・ ダイヤは右記のように 3 往復設定されており、藍内
発は早期及び朝と午後に設定されている。早朝便
は通学利用を、朝便は通院利用を意識した。

・ 所要時間は弘前から藍内まで約1時間、運賃は760
円である。

図．藍内線時刻表(○は延長された部分)

出典：弘南バス

弘前市（青森県）：弘南バス藍内線
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地域と交通の状況 【人口減少】【交通不便地域の存在】
・ 旧相馬村の桐ノ木沢・藍内地区は川沿いの山間地にあり、かつては林業、近年ではりんごと米の農業が営ま

れている。同地区には昭和 40 年頃までは学校の分校もあったが、その後現在に至るまで人口減少が続いて
いる。

・ これらの地区にはもともとバス路線がなく、住民は役場、診療所はもちろん、広域圏の中心都市である弘前市
に行くのに、藍内地区から 5km先にある相馬地区のバス停まで歩かなくてはならなかった。両地区からは路線
バスを走らせて欲しいという要望が出ており、議会からも一般質問がたびたび出され、旧相馬村も長期にわた
り弘南バスに対して要請を行ってきた。しかし採算面から実現ができずにいた。

活用メニュー（制度・協議会等） 【地方バス路線維持対策】
・ 路線開設当初は住民および村負担により運営。平成 13 年からは国の補助制度（地方バス路線維持対策）を

活用。



協議の場の設定 【プロセス：体制構築】
・ 村、2 地区の住民代表、弘南バスは懇談や協議の場を持って検討を行ってきた。平成 7 年に協議会が立ち上

がるが、その1年程前から懇談会を行って方向性を一致させる努力を行った。住民負担によるバス路線維持の
例として青森県鯵ヶ沢町の先行事例があり参考にした。協議会は弘南バスが事務局となり、負担方法やダイ
ヤ、バス停位置等を決めた。現在も年 1 回程度は協議会を行っている。

住民の説得 【調整：対住民】【調整：対議会】
・ 全世帯が回数券を購入することについては、マイカーしか利用しない人などからすぐに合意が得られた訳では

なかった。住民代表が中心になって地区内や他地区の住民の説得に当たった。村議会でも賛否があったが、
住民負担があるなら村として負担することが認められた。

協議会の前に懇談会を実施 【知見：合意形成の場の設定】
・ 平成 7 年に協議会が立ち上がって正式な検討が行われる前段階に、懇談会の場を活用して関係者の意識の

共有が図られた。住民負担を伴う地域公共交通活性化策の実施に当っては十分な合意形成を行える場が必
要である。

地域住民を巻き込む熱意 【知見：リーダーシップ】
・ 熱意を持った住民代表の影響が大きかった。同様の手法により青森県鯵ヶ沢町でバス路線が設置されていた

ことや、地元大学教授による村づくりやバス支援への取り組みの考え方が後押しとなった。住民の交流とバス
利用促進のため、「弘前・青森ねぶた祭りツアー」や住民親睦会等、バスを利用したイベントを毎年行ってい
る。

 プロセスと調整

 創意工夫・知見・教訓
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効果 【通学手段の確保】【生活移動手段の確保】
・ 1 日平均 11 人の利用がある。高校生の通学や通院、買物に利用されている。雨、雪の日は利用が多い。住民

自らが負担し、路線を維持したことによる地域の公共交通に対する意識向上の効果があった。

負担 【住民負担】【市町村負担】
・ 当初は延長部分の年間収支赤字を 1,521 千円と推定し、以下の通り住民と村（旧相馬村）で負担することとし

て運航開始。
住民負担：一戸当り、月 1,000 円の回数券購入

年間 12 千円×57 世帯＝684 千円
村 負 担：1,521 千円－684 千円＝837 千円

・ バスの補助制度が変わり、平成 13 年から国庫補助対象路線となったことから国と県による補助に切り替わり、
現在、弘前市としての負担はゼロ。

 効果と負担

連絡先：弘前市企画部企画課 電話 0172-35-1111

 連絡先、参考 URL 等



出典:相馬村閉村記念誌（旧相馬村発行）
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出典：相馬村藍内線バス運営協議会規約

相馬村藍内線バス運営協議会規約
（目 的）

第 一条 この協議会は、相馬村・相馬村藍内地区及び桐の木沢地区、弘南バス株式会社が藍内線
バス運営に有機的な連携と合理的経営によって、相馬村藍内地区と桐の木沢地区住民の生
活の向上と利便を図ることを目的とする。

（名 称）
第 二条 この協議会は、相馬村藍内線バス運営協議会（以下「協議会」という。）という。

（設 置）
第 三条 協議会は次に掲げる団体で設置する。

相馬村、相馬村藍内及び桐の木沢地区、弘南バス株式会社。
（協議事項）

第 四条 協議会は、藍内線バス運行に関する次の事項について協議する。
一、バス路線の新設及び変更について。
二、運行時間の設定、変更及び停留所の新設、廃止について。
三、運賃及び乗車券並びに世帯当り回数券購入の取り扱いについて。
四、バス運行路線道路等の保全改良について。
五、回転場所の改善及び使用について。
六、その他の運営に関すること。

２ 前項において決定した事項について、関係団体は誠意をもってその実態に努力するもの
とする。

（事 務）
第 五条 協議会の事務局は、弘南バス株式会社に置く。

（組 織）
第 六条 協議会は、十四名の委員をもって組織する。

（会 長）
第 七条 協議会に会長を置く。

２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。
３ 会長の任期は、二年とし、再任することができる。

（会長の職務代理者）
第 八条 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、会

長の職務を代理する。
（委員の選任）

第 九条 協議会の委員は、村は村長、藍内及び桐の木沢地区は各地区会長、弘南バス株式会社は
社長が選任し、相互に通知するものとする。

２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（会 議）

第 十条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
２ 会長は、会議の議長となる。
３ 会議の運営に関し、必要な事項は協議会の会議で定める。
４ 会議には、必要に応じて第三条に掲げる団体から関係者を出席させることができる。

（報 告）
第十一条 協議会は、協議した事項の状況を関係団体に報告するものとする。

（雑 則）
第十二条 この規約の試行に関し、必要な事項は協議会の議決を経て会長が別に定める。

附 則
この規約は、平成八年九月一日から施行する。
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